
 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

 

赤ちゃんとご家族へ出産祝い品を贈呈します 
-生活協同組合コープこうべから提供- 

 

本市と生活協同組合コープこうべ（以下「コープこうべ」）が令和４年３月 

２８日に締結した、「住み続けたくなるまちづくりに向けた包括連携協定」の協

定項目「子育て支援に関すること」に基づき、誕生した赤ちゃんの健やかな成長

を願って、コープこうべの協力により出産祝い品を贈呈します。 

 

 

 

 

 

記 

 

１ 対 象 者 令和５年４月１日以降、出生の届出によりたつの市に住民登

録された子 

        （出生届の「生まれた子の住所」をたつの市で届けた子） 

 

２ 贈 呈 方 法 出生の届出後、市役所福祉部児童福祉課及び各総合支所地域

振興課の窓口で贈呈 

        ※令和５年４月１日以降に出生し、出生の届出済みの世帯に

は、既存の紙おむつ等育児用品宅配事業の「はつらつベビーま

ごころ便」の宅配時に贈呈します。 

 

３ 「出産祝い品」贈呈式の開催 

 日 時 令和５年５月２５日（木）１２時３０分～ 

 場 所 たつの市役所 新館４階 災害対策本部兼大会議室 

 内 容 贈呈内容についての概要説明、コープこうべから目録の贈呈等 

たつの市臨時記者会見資料 

発表年月日 令和５年５月１９日（金） 

担 当 課 健康部健康課 

電 話 番 号 0791-63-5121 



４ 出産祝い品 

  

 ・トートバッグ 

 ・サーモボトル（携帯用魔法瓶） 

 ・おしりふき２個 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業開始日 令和５年６月１日（木） 

 

６ そ の 他  

  現在、「はつらつベビーまごころ便事業」として生後２か月と生後５か月

の２回、紙おむつ等育児用品をコープこうべから見守り活動を兼ねて宅配し

ておりますが、従来からこの宅配時に、コープこうべから本事業での育児用

品に加えてご家族へ贈られているプレゼント内容について、この度見直しを

行われ、出産祝い品と併せてより子育て世帯に喜んでいただける内容に一部

変更していただきました。 

 

 ・スタイ（よだれかけ）※リバーシブル 

・ガーゼハンカチ２枚 

  

 

 

 

 

 

 

 ※お祝い品及びプレゼント内容については、予告なく変更させていただく場合があります。 

 


